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第２章「医療機能の優先順位付け」 ① 福岡市の医療環境    
      

結 論  備 考 

◎ 本市では，平成 14 年度から平成 17 年度までの間に，医師数，病院の診療科数，一般診療所数とも増加しており，大都市間で比較しても量的充足度は高く，また，
大学病院をはじめとして，救命救急センター，周産期母子医療センター，地域がん診療連携拠点病院や高度医療機能も相当数集積しており，医療の供給体制を俯瞰す
ると，質量ともに一定の充足が果たされている。 

◎ なお，全国的に減少している小児科と産婦人科の医師数及び病院数は，本市でも同様に減少していることは重視すべきことである。 

 

     

データ分析  
項目 データ関係 

（比較対象は平成 17 年度と平成 14 年度） 
分析・評価等 

外部アドバイザー等意見 
 

①医師数 

・ 医師数は４％増加。 
・ 医師数が増加している主な診療科は，内科，呼吸器科， 

循環器科など。 
・ 医師数が減少している主な診療科は，皮膚科，気管食

道科，外科，産婦人科，小児科 
・ 15 大都市で 10 万あたりの医師数を比較すると２

番目に多い。 

 

②病院数 
及び診療科数 

・ 病院の診療科総数は，5％増加。 
・ 増加している主な診療科は，神経内科，循環器科，内

科など。 
・ 減少している主な診療科は，産婦人科，神経科，小児

科。 
・ 15 大都市で 10 万あたりの病院数を比較すると２

番目に多い。 

 

③一般診療所数 
及び診療科数 

・ 一般診療所総数は，4％増加。 
・ 増加している主な診療科は，内科，眼科，皮膚科，形

成外科など。 
・ 減少している主な診療科は，小児科，整形外科，性病

科。 
・ 15 大都市で 10 万あたりの一般診療所数を比較す

ると７番目に多い。 

 

④病院の内訳 
（市内） 

・ 市立病院が２，大学病院が３，独立行政法人国立病院
機構の病院が３，公的病院が 3，病床数 200 以上の
民間病院が 27 あり，これらの病院だけで 13,976 
床となり，福岡・糸島二次医療圏の基準病床数の約
93％，既存病床数の約 73％を占める。 

・ 代表的な高度医療機能としては，救命救急センターが
３，救急告示病院が 41，災害拠点病院が 6，地域が
ん診療連携拠点病院が１，総合周産期母子医療センタ
ーが１，地域周産期母子医療センターが１，その他高
度な小児救急医療を実施している病院が３，など。 

 

⑤病院の内訳 
（近隣市町村） 

・ 近隣市町村には，公立病院が１，独立行政法人国立病
院機構の病院が 1，また 200 床以上の民間病院が
10 あり，これらの病床数の合計は 3,866 床にのぼ
る。 

・ これらの病院の中には，救急告示病院が２，地域がん
診療連携拠点病院が１，高度な小児救急医療を実施し
ている病院が 1 ある。 

 

⑥医療環境の変化 

・ 救命救急センターについては，平成１８年度から九州
大学病院が開始したことにより，従来の済生会福岡総
合病院及び福岡大学病院に加え３箇所となった。 

・ 小児救急や周産期医療についても，平成１８年度から
九州大学病院が小児医療センターを開設。 

・ 災害拠点病院についても，平成１８年度から民間病院
１箇所が新たに指定を受けた。 
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第２章「医療機能の優先順位付け」 ② 小児・周産期医療     
      

結 論  備 考 

◎ 小児・周産期医療は，医療機関が限られており，とりわけ，高度医療機関で形成する新生児医療ネットワークにおいて，こども病院・感染症センターは大きな役割を
担っている。 

◎ 地域の小児科・産科の体制が弱まる中，ハイリスクな患者に対する医療を提供することは，地域連携の観点からも緊急性が高い。 

◎ 特に産科を併設した周産期医療への取組みは，医療関係者からも大きな期待があり，市立病院が担うべき医療機能としての整備の必要性は極めて高い。 

◎ 成育医療については，医療領域が確立されていないことから詳細な検討が難しく，今回の新たな病院の計画の中で具体化することは困難。 

 

     

データ分析  
項目 

データ関係 分析・評価等 
外部アドバイザー等意見 

 

①小児・周産期医療
の状況 

・ 市内で小児科を標榜している公的病院もしくは
200 床以上の民間病院は 14 施設で，うち小児
病床を有するのは 12 施設である。 

・ 総合周産期母子医療センターの設置基準は原則と
して，三次医療圏に１箇所。福岡圏域では福岡大
学病院（MFICU：7 床，NICU：9 床）が指定さ
れている。 

・ 地域周産期母子医療センターの設置基準は，総合
周産期母子医療センター1 箇所に対して数箇所
の割合で設けるものとされ，1 つ又は複数の二次
医療圏に 1 箇所もしくは必要に応じそれ以上の
施設を設置することが望ましいとされている。福
岡圏域では，独立行政法人国立病院機構九州医療
センター（NICU：６床）と民間病院 1 箇所
（NICU：15 床）が指定されている。 

・ 福岡都市圏では，７つの病院（九州医療センター，
九州大学病院，福岡徳洲会病院，福岡赤十字病院，
こども病院，国家公務員共済組合連合会浜の町病
院，福岡大学病院）で，福岡都市圏新生児医療連
絡会（ＦＭＮＮ）を構成し，空床情報の共有や，
空床がないときの患者の搬送を受け入れており，
都市圏での共有データベースが構築されている。 

・ 出生数減少の一方でハイリスク分娩は増加してい
るなど周産期医療の必要性は高く，自治体として
取り組むべき領域である。 

・ こども病院の実績を活かしつつ，産科を併設した
周産期医療の整備を進めていくことが必要であ
る。 

・ 福岡市が税金を投入してでも提供すべき医療は，
周産期医療が第一である。 

・ 福岡市内の 200 床以上の病院で小児病床を持つ
病院は１２箇所あるが，こども病院に周産期医療
が欠かせないもの，かつ民間に移譲できないもの
であることは明白である。 

・ 大学病院でも，入院待ちの状況が発生している。
また，新生児の搬送リスクの高さを考慮すれば，
NICU や MFICU のさらなる増設が必要である。 

・ 周産期医療は必要であり，市として何とかやって
いかなければならない。 

・ 周産期医療と小児救急は必要性が高い。 
・ 小児科医の確保はどうするのか。大学病院には今

以上に協力できる人員はいない。 

 

②こども病院・感染
症センターが担っ
ている役割 

・ 病床数 190 床を有し，岡山以西では唯一の小児
専門医療機関で，国内はもとより海外からも患者
を受け入れている。 

・ 小児の心臓外科手術は全国でトップクラスの実績
を誇るとともに，平成１７年度の小児手術件数を
みると，外科，整形外科，泌尿器科，耳鼻咽喉科
の手術件数においても，市内の２つの大学病院や
独立行政法人国立病院機構の病院を大きく上回る
実績をあげている。 

・ ２つの大学病院をはじめとして，高度な小児医療
機関から新生児の搬送を受けている。 

・ こども病院・感染症センターの果たしている役割
は大きく，その機能は民間病院で代替できるもの
ではない。 

・ 現在のこども病院は心臓外科の評価・実績が極め
て高いが，子どものこころの医療など，今後さら
に強化していく分野を検討する必要がある。 

・ 現在のこども病院の機能を見れば，その期待は福
岡市民のみならず福岡県一円に及んでいる。 

・ こども病院は小児心臓手術の実績等から九州の中
核病院といってもよく，欠かせない存在である。
今後は，産科がぜひ必要である。 

・ 九州を見据えたこども病院であるべきで，産科は
必要であり，各分野の専門医師及び看護師の確保
が最も重要である。 

・ 医療に携わる者として，小児科が不足する中で，
こども病院の存在は非常に助かっている。 

・ こども病院の小児心臓医療は世界的に評価できる 
・ こども病院は，現在やっていない分野までさらに

機能を強化すべきである。 

 

③小児救急医療 

・ 本市の２次・３次小児救急医療は，主に２つの大
学病院とこども病院・感染症センターが担当。 

・ 本市の１次救急は，主に福岡市立急患診療センタ
ーと５区の保健福祉センター内の急患診療所が担
当。急患診療センターの小児受診件数は，年間４
万件前後。 

・ １次から３次までの救急を総合的に実施する必要
性はある。 

・ そのためには，確保が困難な小児科医や看護師な
どの大幅な増員も必要となることから，全市的な
小児救急体制の中での連携協力による実施方法の
検討が望まれる。 

・ 周産期医療と小児救急は必要性が高い。（再掲）  

④成育医療 

・ 成育医療については平成 14 年に国立成育医療
センターが設置され，運営されているものの，モ
デル的な事業の段階である。 

・ 全国に展開する具体的な姿については今後の課題
であり，その担当する医療領域は確立していない。

・ 市立病院で直ちに取り組み、具体化することは困
難。 

・ 市立病院が取り組むべきであるとする意見はほと
んど聞かれなかった。 

 

  

      



 3

第２章 医療機能の優先順位付け  ③ 救急医療     
      

結 論  備 考 

◎ 救命救急医療については，救命救急センターの整備の状況や，現在の稼働率及び近年の救急搬送の状況から見て，市内の救命救急体制は，ほぼ充足していると考えら
れる。 

 

     

データ分析  
項目 

データ関係 分析・評価等 
外部アドバイザー等意見 

 

①１次及び２次の
救急体制の整備状
況 

・ 平成１９年４月１日現在で福岡市内の救急告示病
院は 41 施設，輪番病院は 60 施設となってい
る。 

・ 一次については福岡市が設置する６カ所の市立急
患診療所・センターが担い、二次については民間
を中心とした救急告示病院と輪番病院が担ってい
る。 

・ 医療関係者へのヒアリングにおいて，特に不足し
ているとの意見は見られなかった。 

 

②救命救急センタ
ーの整備状況 

・ 国基準は，概ね人口 100 万人に１箇所を原則。 
・ 全国には，計 185 施設 （救命救急センターが

165，高度救命救急センターが 20 設）があり、
人口 100 万人あたりでは平均 1.45 施設。 

・ 福岡市内には，計３施設（九州大学病院，済生会
福岡総合病院，福岡大学病院）があり、人口 100 
万人あたり 2.14 施設。 

・ 15 大都市の人口１００万人あたりの平均は
1.54 施設である。 

・ 本市にある救命救急センターの利用率は，平成
17 年度時点で平均 70％前半。 

・ 国基準や１５大都市平均と比較しても高い水準に
ある。 

・ 本市にある救命救急センターの稼働状況に余裕が
あると思われる。 

・ 救命救急医療は，費用が予想を超えてかかること
を再度認識して綿密な検討が必要。 

・ 救急専門の医師の確保が難しいことはもちろん，
未収金の最も発生するところでもある。 

・ 救命救急医療は欠かせないが，優先順位は周産期
医療に劣る。 

・ 他院との競合を避けて，一定の分野に特色を打ち
出した救急医療を担当すべき。 

・ 市内の救急エリアには手薄な地域はなく，これ以
上の 3 次救急の必要性はない。 

・ 救命救急の専門医は少なく，分散するより集約し
たほうが力を発揮できる。 

・ 市民病院では，集約されたチーム医療体制をとる
ことは無理ではないか。 

・ 救急医療が不採算であるという認識は正しくな
く，そのために公的医療機関が担うという認識も
正しくない。 

 

③救急患者搬送状
況 

・ 平成９年と平成１８年の搬送人員を比較すると
1.5 倍。 

・ 新病院基本構想で想定した将来予測と比較する
と，伸びが鈍化し近年の増加傾向は弱まってきて
おり，軽症患者の搬送が著しく増加している半面，
死亡や重症の重篤な患者の搬送は伸びていない。 

・ 九州大学病院救命救急センターの開設に伴い，市
内の救命救急体制はほぼ充足していると考えられ
る。 

  

④九州大学病院救
命救急センター設
置による周囲への
影響 

・ 平成１４年から１８年までの救急患者搬送受入件
数の推移を区別にみると，平成１６年以降の東区
の増加率が非常に高く、平成１８年の博多区・中
央区の受入件数が減少している 

・ 東区の医療機関別受入件数の推移を見ると，九州
大学病院の増加が特に目立つ。 

・ 九州大学は平成１８年度から救命救急センターと
しての認定を受ける準備段階にあり，受入件数の
増加方針を明確にしたことによるものと考えられ
る。 

・ この受入件数の増加は，東区全数の増加分のうち
半数もしくはそれ以上の数値を示していることか
ら，東区全数の増加は九州大学病院の救急機能向
上の影響が大きいと言える。さらに，他区に搬送
されていた救急搬送患者を九州大学病院が受け入
れた可能性がある。 

・ 九州大学病院で平成１８年度に救命救急センター
が開設され，市内３箇所の機能では救急体制とし
てまだ不十分なのかどうか，また，特殊な救命救
急医療を市が担わなければならない状況なのか精
査する必要がある。 
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第２章「医療機能の優先順位付け」 ④ 感染症・災害医療    
      

結 論  備 考 

◎ 感染症医療については，政策医療として本市は継続する責任があり，感染症センターは何らかのかたちで維持すべきである。なお，本来，感染症医療の体制確保につ
いては，県に予防計画を定める責務があることから，整備・運営のあり方については広く議論すべきものと思われる。 

◎ 災害医療については，基幹災害医療センターや地域災害医療センターが国の設置基準を満たし，災害拠点病院も充足していると考えられる。 

 

     

データ分析  
項目 

データ関係 分析・評価等 
外部アドバイザー等意見 

 

①感染症医療につ
いて 

・ こども病院・感染症センターが県内唯一の第一種
感染症指定医療機関，さらに都市圏唯一の第二種
感染症指定医療機関である。 

・ 本来，感染症医療の体制確保については，広域医
療行政を担う県に予防計画を定める責務があり，
政令指定都市といえども，基礎自治体の立場でど
こまで責任を負うべきか議論の余地がある。 

・ 感染症発生のおそれを常に念頭においておくべき
現在の状況のもとでは，代替機能の確保がなされ
ていない段階で，従来本市が担ってきた感染症医
療における役割を一方的に放棄することはできな
いと考えられ，感染症センターの機能は今後とも
維持することを基本とすべき。 

・ ただし，今後新たな病院を整備する場合，計画策
定の中で，必要な病床数，大学病院との協力のあ
り方などについては，検討すべき課題である。 

・ 本来的に，一類，二類感染症対策と結核対策を含
めて県で整備するものであり，福岡市だけでは感
染症発生時の対応が不十分になる。せめて県負担
で感染症センターを設置したほうがよい。 

 

②災害医療につい
て 

・ 市の西南部に福岡大学病院，福岡赤十字病院，中
央部に済生会福岡総合病院，九州医療センター，
東部には九州大学病院、民間病院の６施設が災害
拠点病院の指定を受けており，病床数も一定確保
されている。 

・ 国基準は，都道府県に基幹災害医療センターを１
箇所，地域災害医療センターを１箇所設置。本市
は，基幹災害医療センターが１箇所，地域災害医
療センターが３箇所設置されており、基準を満た
している。 

・ 福岡県下に１６箇所の災害拠点病院があるうえ
に，新病院で実施すべきか再検討が必要。 

・ 生物，化学テロへの対応は，将来においても大学
病院だけが可能。 
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第２章「医療機能の優先順位付け」 ⑤ 高度医療     
      

結 論  備 考 

◎ 高度医療（がん，脳，心臓，肝臓，腎臓）については，大学病院をはじめとした高度医療機関の集積や入院の需給状況などを踏まえるとほぼ充足している。 
 

     

データ分析  
項目 

データ関係 分析・評価等 
外部アドバイザー等意見 

 

①がん医療施設に
関するデータ 

・ 地域がん診療連携拠点病院は，二次医療圏に１箇
所程度の整備が目標。市内では１カ所（九州がん
センター）が指定。 

・ 緩和ケア病棟は市内で 7 病院・120 床が設置。
１５大都市で比較すると，人口１０万人あたりの
平均病院数は最も多い。 

・ リニアックは市内では，8 施設・10 台（九州が
んセンター，福岡大学病院，九州大学病院，福岡
赤十字病院，浜の町病院，済生会，九州中央病院）。
１５大都市で比較すると，人口１０万人あたりの
平均リニアック数は５番目に多い。 

・ ＰＥＴは市内では，３施設（九州大学病院，民間
病院、福岡大学病院）。１５大都市で比較すると，
人口１０万人あたりの平均ＰＥＴ数は６番目に多
い。 

・ がん医療においては，拠点となる地域がん診療連
携拠点病院があり，リニアックやＰＥＴなどの高
度専門設備も，大都市間で比較しても高い水準で
整備されている。 

 

②がんに関するデ
ータ 

・ 悪性新生物による人口 10 万人あたりの死亡者
数は，１５大都市平均（240 人）に対して本市は
４番目（210 人）に少ない。 

・ 福岡・糸島二次医療圏における，入院患者総数と
当該医療圏に住所を置く入院患者数の割合は１
47％ 

・ 流出割合（自分の住む二次医療圏外でがんの診療
を受けている患者の割合）の全国平均 23.9％に
対し，福岡県の二次医療圏平均は 19.9％程度、
福岡・糸島二次医療圏は 12.2％。 

・ 福 岡 ・ 糸 島 二 次 医 療 圏 に お け る 流 入 割 合 は
19.8％。 

・ 福岡市域内からの流出率をみると，外来，入院患
者のどちらも流出率が低い。 

・ 二次医療圏での入院需要は満たされており，他の
医療圏から患者が流入しているものと推計され
る。 

 

③脳，心臓，肝臓，
腎臓の関するデー
タ 

・ 脳血管疾患の人口 10 万人あたり死亡者数は，
15 大都市平均（84 人）に対して本市は最も少
ない（58 人）。 

・ 心疾患の人口 10 万人あたり死亡者数は，大都市
平均（114 人）に対して本市は最も少ない（78
人）。 

・ 肝疾患による人口 10 万人あたりの死亡者数は，
大都市平均（14 人）に対して本市は最も少ない
（８人）。 

・ 腎不全については，大都市平均が 14 人であるの
に対して本市は 11 人と４番目に少ない。 

・ 福岡・糸島二次医療圏における入院総数と当該医
療圏に住所を置く入院患者の割合は循環器系疾患
（高血圧性疾患，心疾患，虚血心疾患，脳血管疾
患）は 107％，肝疾患が 200％。 

・ 本市では，九州医療センター，福岡赤十字病院，
済生会福岡総合病院，市民病院，福岡東医療セン
ター，福岡大学病院と，市内や近郊の拠点病院に
おいて脳卒中センターが開設されており，九州大
学病院においても脳卒中ホットラインを立ち上げ
るなど，既存の拠点病院で対応が進んでいる状況
にある。 

・ 福岡市域内からの流出率をみると、循環器系疾患，
肝疾患，腎疾患とも，外来，入院患者のどちらも
流出率が低い。 

・ いずれの疾患も当該医療圏での入院需要は満たさ
れており，他の医療圏から相当数の患者が流入し
ているものと推論される。 

・ がん，肝臓病，腎臓病の医療については，将来的
に他の医療機関と競合する可能性がある。 

・ 市立の病院が他の大規模病院に対抗して，がん医
療や高度循環器医療を拡大するのは無理である。 

・ 新病院基本構想に，がん，循環器，脳神経，移植
などのバイオクリーン手術室を整備するとある
が，200 床でこれらを成し遂げるのは無理があ
る。医療を通じたアジアへの貢献でも記載されて
いることはすべて無理がある。 

・ 循環器系医療は採算性があり，行政が行わなくて
も民間が行う分野である。しかし，循環器内科は
医師がパンク状態であり，しっかりした病院が必
要である。 

・ 市民病院が存続するためには，何かに特化する必
要があり，単に高度医療の提供というだけでは，
大学病院に対抗できない。 

・ 市民病院が担っている機能は，大学病院や民間病
院に移譲すべきであり，高度医療は大学病院に任
せた方が得策である。 

・ 競合する病院は多く，市立の病院としての必要性
に疑問を感じる。 

・ 医療として赤字が出るのは当然であり，市として
責務を果たすのなら，市民病院の機能を充実すべ
き。 
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第２章「医療機能の優先順位付け」 ⑥ 市立病院が担うべき医療機能の優先順位     
      

結 論  備 考 

◎ 新病院基本構想に盛り込まれた医療機能について，最近の医療環境を踏まえ現時点で検討すると，小児・周産期医療及び感染症医療の優先度は高いと考えられるが，
その他の医療機能については，他の医療機関によりほぼ充足しており，市立病院を整備して対応する必要性は低いと考えられる。 

 

     

データ分析  
項目 

データ関係 分析・評価等 
外部アドバイザー等意見 

 

①小児・周産期医療 ２ページに記載 

・ 小児・周産期医療は，医療機関が限られており，
とりわけ，高度医療機関で形成する新生児医療ネ
ットワークにおいて，こども病院・感染症センタ
ーは大きな役割を担っている。（再掲） 

・ 地域の小児科・産科の体制が弱まる中，ハイリス
クな患者に対する医療を提供することは，地域連
携の観点からも緊急性が高い。（再掲） 

・ 特に産科を併設した周産期医療への取組みは，医
療関係者からも大きな期待があり，市立病院が担
うべき医療機能としての整備の必要性は極めて高
いものと判断される。（再掲） 

・ 成育医療については，医療領域が確立されていな
いことから詳細な検討が難しく，今回の新たな病
院の計画の中で具体化することは困難と考えられ
る。（再掲） 

②救命救急医療 ３ページに記載 

・ 救命救急医療については，救命救急センターの整
備の状況や，現在の稼働率及び近年の救急搬送の
状況から見て，市内の救命救急体制は，ほぼ充足
していると考えられる。（再掲） 

 

③感染症・災害医療 ４ページに記載 

・ 感染症医療については，政策医療として本市は継
続する責任があり，感染症センターは何らかのか
たちで維持すべきである。なお，本来，感染症医
療の体制確保については，県に予防計画を定める
責務があることから，整備・運営のあり方につい
ては広く議論すべきものと思われる。（再掲） 

・ 災害医療については，基幹災害医療センターや地
域災害医療センターが国の設置基準を満たし，災
害拠点病院も充足していると考えられる。（再掲）

④高度医療 ５ページに記載 

・ 高度医療（がん，脳，心臓，肝臓，腎臓）につい
ては，大学病院をはじめとした高度医療機関の集
積や入院の需給状況などを踏まえるとほぼ充足し
ていると考えられる。（再掲） 
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第４章「医療機能の選択」     
      

結 論  備 考 

◎ 本市のように基幹的な医療機関が多く，成人向けの医療に比較的恵まれた環境にあっては，今後，本市が新たな病院を整備する場合は小児・周産期医療及び感染症医
療に機能を特化することを選択すべき。 

 

     

 
項目 データ関係 分析・評価等 

 

①市立病院のあり
方に関する基本的
な考え方 

【病院事業運営審議会答申（H14）】 
・ 市民が最も必要とし，かつ，人材面や施設面の問題から他の医療機関では担うことが

困難な医療分野及び感染症など行政の役割として担うべき医療分野に政策的に取り組
むことが市立病院の役割。 

・ 【公立病院改革ガイドライン】 
・ 公立病院をはじめとする公的病院の役割は，地域において提供されることが必要な医

療のうち，採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を提供することに
ある。（例えば①過疎地②救急等不採算部門③高度・先進④医師派遣拠点機能） 

 

・ 官民のパートナーシップや「民でできることは民に任せる」との考え
方も踏まえて，市立病院の役割は，他の医療機関による提供が困難な
医療を提供することにある，との認識が基本となる 

・ 特に本市においては，国立病院や大学病院，さらに公的病院も充実し
ており，これらの病院の果たしている役割を踏まえて市立病院の役割
を検討する必要がある。 

 

②医療機能の選択 

【公立病院改革ガイドライン】 
・ 特に民間医療機関が多く存在する都市部における公立病院については，果たすべき役

割に照らして現実に果たしている機能を厳しく精査した上で，必要性が乏しくなって
いるものについては廃止・統合を検討していくべき。 

・ 同一地域に複数の公立病院や国立病院，公的病院，社会保険病院等が並存し，役割が
競合している場合においても，その役割を改めて見直し，医療資源の効率的な配置に
向けて設置主体間で十分協議が行われることが望ましい。 

・ 選択の「絶対的な基準」は存在しない。どこまでを市立病院が担うの
が妥当なのかという判断になる。 

・ 医療行為の提供は，性質的には行政でなくても民間でもなしうる公共
サービスで，官民の役割分担の視点に立てば，可能な限り民間その他
の病院に委ねるべきであり，民間で担うことが困難な分野に限って市
立病院は役割を果たすべき。 

・ 本市財政の状況からも，他に担いうる機関があるなかで，将来の財政
負担が拡大するリスクを負って医療の高度性を自ら追求していくこ
とには一定の限界が存在している。 

 

 

③周産期医療の拡
充に併せた成人対
象の医療機能の必
要性 

【妊娠に合併した成人救急疾患の診療体制への提言】 
・ センターの４分の１は，成人一般救急疾患の診療体制が不十分であり，近隣の大学や

救命救急センターなどとの共同ネットワークを構築することが必要。 
・ 母体の脳疾患については，大学センターと大学では救急センターを兼ねる場合が多く

対応可能であるが，センターでは，脳疾患治療の可能な近隣の施設と共同で対処して
いくよう周産期医療連携を再構築すべき。 

・ 母体の心疾患は妊娠前から診断がついている場合が多く，妊娠合併の急性心疾患の発
症はまれであり，母体がかかりつけの大学センターや大学で対応すべき。 

【専門家意見】 
・ 福岡都市圏新生児医療連絡会のネットワーク全体ではＮＩＣＵ等の新生児治療病床が

不足しており，大学病院においての母体搬送受け入れが困難な理由は「ＮＩＣＵ病棟
の満床」が圧倒的に多い。 

・ ＮＩＣＵ等の増床は，緊急を要する重大な問題であり，これが実現すれば，母体の症
例分別による病院間の役割分担が明確になり，ネットワークがより機能することが大
いに期待できる。 

【他都市のこども病院の現状】 
・ 全国に 17 ある小児・周産期医療専門病院のうち 11 の病院は産科を併設しているが，

他の成人医療の診療科を併設している事例はない。 
・ これらの病院は産科で対応できないハイリスク母体については，周辺の成人医療病院

とのネットワークで対応。 
・ こども病院には分類されないが，小児・周産期医療機能と成人医療機能を併せ持つ総

合病院として，大阪市立総合医療センターや広島県立広島病院のような例もあるが，
いずれも，1,063 床，765 床と極めて大規模な総合病院である。 

【母体搬送症例の内訳】 
・ 平成 17 年度の福岡都市圏新生児医療連絡会の７病院への母胎搬送症例をみると，産

科的異常である切迫早産や胎児心拍数異常などが過半を占めている。 
・ 産科以外の疾病を合併した母体の緊急搬送については，両大学病院が，救命救急セン

ターのＩＣＵを活用するなどして，極力受け入れる旨の申し合わせを行っており，治
療の体制はある。 

【ハイリスクへの対応方針】 
・ 産科を併設することで，母体搬送症例での大きな割合を占める「切迫

早産」や「胎児心拍数異常」など産科的異常には対応可能であり問題
ない。他科の疾病を合併している場合は，応急対応を行うとともに，
他の高度成人医療機関との連携を基本とする。 

・ 他科の疾病を合併している場合の具体的な対応 
（ア） 母体の心疾患 

妊娠前診断が可能なケースが多く，専門の医療機関で 対応。 
（イ） その他母体の急性期疾患 

市内の救命救急医療体制は充実しており，他の医療機関との連携
で対応。 
※なお，小児・周産期医療及び感染症医療に特化する場合は，小

児脳外科の新設を検討することとなるが，設置すれば母体の急
性脳疾患に対し専門の医師が対応することが可能となり，応急
対応がより適切に行えることとなる。 

【母体搬送ネットワークの機能向上】 
・ 必ずしも成人の医療機能を付加しなくても，他の高度成人医療機関と

連携することで，ハイリスク母体への対応は可能。 
・ 本市の現状からすれば，NICU 等の新生児治療病床の増床により，ネ

ットワークの機能向上に貢献できる。 

 

  
  

      



 8

第７章「市民病院のあり方」     
      

結 論  備 考 

◎ 今後，市民病院のあり方について，以上の視点を踏まえつつ，病院事業運営審議会など様々な意見をお聞きしながら，民間移譲も視野に入れて広く検討する必要があ
る。しかし，病院事業全体の財政負担の見通しを立てる必要性があることから，新たな病院の整備方針とあわせて，市民病院の具体的な方策を定める必要がある。 

 

     

 
項目 分析・評価等 課題 外部アドバイザー等意見 

 

①医療機能 

・ 市民病院については，現在実施している成人の医
療が，市内の大学病院をはじめとする医療機関と
競合しているなど，本市の医療環境その他の要素
から判断して市が政策的に担う必要性が希薄化し
ている面がある。 

・ 一方で市民病院が地域の病院としての役割を果た
してきたこと，付近住民の期待があることも事実
である。 

・ 市民病院の存在意義のひとつである緊急時，災害
時のセーフティネット機能については，本市にお
ける救命救急センター，災害拠点病院等の整備状
況から見て，その役割を継続させるべきかどうか
が課題。 

・ 市民病院が担っている医療機能は，東部地区にお
いては九州大学病院や民間病院にすでに備わって
いる。市民病院の機能は移譲すべきである。 

・ 自治体は，民間が念頭に置かない「市民のための
医療」を実践する必要があり，緊急時・災害時の
セーフティネットとして大人の医療を行う必要が
ある。民営化は，それらの放棄である。 

 

②財政負担 

・ 市民病院を現在のまま存続させれば，市民病院に
対しては年間約８億円程度の財政負担が引き続き
必要となることが見込まれる。 

・ 小児・周産期医療及び感染症医療に特化した新た
な病院への負担にこの市民病院への財政負担が加
われば，仮に第３章で示した試算に基づけば，年
間約 25 億円の負担が継続することとなり，これ
は今後の本市の財政運営において過大な負担にな
るおそれがある。 

・ 市民病院に係る財政負担を将来とも継続すること
は困難であり，その財政負担のあり方や縮減方策
についても検討が必要となる。 

  

③具体的方策 
（民間移譲） 

・ 市民病院が自治体病院として存続する必要がある
場合には，経営主体のあり方も踏まえて財政負担
を縮減させる必要があるが，自治体病院として存
続する必要がないと判断される場合は，民間移譲
が考えられる。 

◎民間移譲の検討を行う場合の課題 
【医療機能の設定】 
・ 市民病院が果たしてきた役割や周辺の医療環境も

踏まえ，担うべき医療機能（例えば地域医療や急
性期医療など）の設定とその実行を担保する方法

【職員の処遇】 
・ 現在の職員の処遇等 
【支援に関する要件】 
・ 移譲の相手方に対し支援を行う場合の対象範囲等

・ 市民病院は，担っている医療が自治体病院として
行うべき政策医療か否かを判断したうえで，指定
管理者制度の導入か民間移譲を考えてはどうか。
ただし，民間への移譲に当たっては，公有財産を
格安の値段で売却したり，数年間にわたって一般
会計からの負担金と同様の補助金を出さざるを得
ない場合が多く，移譲後すぐに行政の負担が軽く
なるわけでないところに注意を要する。 

・ 市民病院は，民間移譲となれば受け手はたくさん
いると思う。 

・ 市立病院の民間移譲は，市の医療に関するビジョ
ンのなさを感じさせる。 

 

  

 


